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料金体系決定における検討方針 (1/2) 
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検討項目 検討の考え方 検討方針 検討案 

①基本料金収入
と従量料金収
入の割合の
設定 

総括原価のうち給水量にかかわらず発生
するものは、原則として固定収入である基
本料金で回収することが望まれます。 

また、水需要の減少が見込まれる現状に
おいて、経営の安定性を増すためにも、
基本料金収入割合の増加を図ることが望
まれます。 

水道料金算定要領（４つの手法から一つ
を選択）にて算出される総括原価の基本
料金収入と従量料金収入の割合を基に
決定します。 

浄水施設能力に対する浄水施設
能力と平均給水量の差の比率に基
づき固定費を按分する方法を採用
します。 

この結果、基本料金収入割合は
36%となります。 

②基本水量の設
定 

基本水量は、公衆衛生上の観点から水
利用を促すという当初の役割を一定終え
ていると考えられ、現状では水道料金算
定要領でも基本水量を付与しない料金体
系が原則とされています。 

基本水量（10㎥）以下の利用者の割合が
増加している現状にも鑑み、少量利用者
の負担増に留意しつつ、基本水量を見直
すことが考えられます。 

基本水量以下の利用者負担の公平性に
配慮し、基本水量について引き下げること
を検討します。 

その際、小口径利用者の料金改定率を勘
案し10㎥以下の従量料金単価を検討しま
す。 

・基本水量は0㎥又は5㎥とする料
金体系パターンを検討します。 

③口径別基本料
金単価の設
定 

利用者に給水管の口径に応じた負担を求
めることを前提に①で決定した基本料金
収入を確保すべく、各口径に応じて必要と
なる費用に基づき、基本料金で回収すべ
き収入総額を各口径へ配賦することが考
えられます。 

水道料金算定要領に記載された基本料
金で回収すべき収入総額の配賦方法を
参考に、口径ごとの料金改定率、他市の
状況を勘案し検討します。 

水道料金算定要領にて算出された
基本料金を原則として採用します。 

再掲 



料金体系決定における検討方針 (2/2) 
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検討項目 検討の考え方 検討方針 検討案 

④従量料金の逓
増度の設定 

従量料金は使用量に応じて公平に負担
すべきものであることから、水道料金算定
要領では原則として均一とすることとされ
ています。また、水需要の減少が見込ま
れる現状において、安定的な料金収入の
確保のためにも、逓増度を緩和すること
が考えられます。 

従量料金負担の公平性を考慮するととも
に、安定的な料金収入を確保するため、
県内他市、中核市、人口類似他市との比
較を実施のうえ、逓増度を緩和する方向
で検討します。 

県内市平均である逓増度1.6へ引
き下げる料金体系パターンを検討
します。 

⑤従量料金の水
量区画の設
定 

水道料金算定要領の参考資料では、水
量区画を概ね３から５段階とし、需要実態
等を考慮して料金単価を決定することとさ
れています。水需要の変化に応じて水量
区画を変更することが考えられます。 

需要実態等を考慮し、水量区画の変更の
要否を検討します。 

水量区画の変更は行いません。 

⑥口径別の従量
料金の設定 

従量料金は、使用量に応じて公平に負担
すべきものであることから、水道料金算定
要領では原則として均一とすることとされ
ていますが、少量利用者の負担緩和また
は逓増度緩和の観点から、口径別従量
料金を設定することが考えられます。 

口径別の従量料金の設定によるメリット・
デメリットを整理し、口径別の従量料金の
設定の要否を検討します。 

口径別従量料金単価を設定する料
金体系パターンを検討します。 

⑦公衆浴場用料
金の設定 

現行料金体系、基本水量（100㎥）の変更
の要否や料金改定率について検討するこ
とが考えられます。 

公衆衛生上の観点から浴場用料金が設
定されている趣旨や滋賀県が定める統制
額（入浴料金）の設定状況を考慮して料
金改定率や現行の料金体系について検
討します。 

改定率を4.5％とし、料金体系や基
本水量は変更せず、一律改定しま
す。 

再掲 



料金体系パターンの試算方法 

3 

 料金体系パターンは、料金改定率21.4％を前提に、基本水量や逓増度などその他の
条件を変更し、水道料金算定要領に基づき、算出しています。 

【料金体系パターンの具体的試算方法】 

【改定前】 
平成29~32年度 

料金収入見込 

 

（長期収支） 
 

【改定後】 
平成29~32年度 

料金収入見込 

 

 

 

+21.4% 

基本料金収入 

従量料金収入 

水道料金算定要領に基づき、
各口径に配賦 

基本水量、逓増度などのパ
ターンごとの前提を基に、必
要料金収入を満たすように、
水量区画ごとの単価を決定 

試算のステップ 具体的試算方法 

①料金算定期間の料
金収入の予測 

平成21～26年度の実績を基に料金算定期間である平成29～32年度の料金収入見込（現行料金体系）を予測 

②改定後の料金収入
の計算 

①で予測した料金収入見込から改定率21.4％となるように基本料金収入と従量料金収入を計算 
基本料金・・・平成21～26年度の実績を基に予測した平成29～32年度の口径別給水戸数に基本料金単価を乗じて計算 

従量料金・・・平成21～26年度の実績を基に予測した平成29～32年度の水量区画別使用水量に従量料金単価を乗じて計算 

③パターンの設定 基本料金単価の設定・・・水道料金算定要領に基づき、各口径に配賦 

従量料金単価の設定・・・基本水量、逓増度などのパターンごとの前提を基に、必要料金収入を満たすように、水量区画ごとの
単価を決定 

①料金算定期間の料金収入の予測 ②改定後の料金収入の計算 ③パターンの設定 



各料金体系パターンのまとめ 
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説明 改定率 
基本料金 

収入割合 
基本水量 逓増度 

現行料金 現行料金体系 0% 32% 10㎥ 1.9  

パターン① 基本料金単価、従量料金単価を全て一律改定 21.4% 32% 10㎥ 1.9  

パターン② 

・総括原価方式（固定費用の按分方法は(ⅱ)）にて口径別基 

  本料金を算定 

・逓増度を1.6に引下げ 

・基本水量を0㎥に引下げ 

・0-10㎥部分の従量料金単価は5円とする。 

21.4% 36% 0㎥ 1.6  

パターン③ 

・総括原価方式（固定費用の按分方法は(ⅱ)）にて口径別基 

  本料金を算定 

・逓増度を1.6に引下げ 

・基本水量を5㎥に引下げ 

・6-10㎥部分の従量料金単価は11円とする。 

21.4% 36% 5㎥ 1.6  

パターン④ 

・総括原価方式（固定費用の按分方法は(ⅱ)）にて口径別基 

  本料金を算定 

・逓増度1.6に引下げ 

・基本水量0㎥に引下げ 

・0-10㎥部分の従量料金単価は5円とする。 

・口径別の従量単価を設定 

21.4% 36% 0㎥ 1.6  



口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 840 

 ０  124  153  182  211  240 

25mm 1,120 

30・40mm 1,380 

50mm 3,240 

75mm 3,540 

100mm 4,440 

150mm 8,900 

200mm 14,300 

250mm以上 20,900 

口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 1,020 

0 151 186 221 256 291 

25mm 1,360 
30・40mm 1,680 

50mm 3,930 
75mm 4,300 
100mm 5,390 
150mm 10,810 
200mm 17,360 

250mm以上 25,370 

料金体系表パターン① 

 一律改定した場合の改定後の料金体系（パターン①）は以下のとおりです。 

〈現行料金体系〉 
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〈改定後体系（例示）〉 

  前提 

基本料金
収入割合 

32%  

基本水量 10 

逓増度 1.9  

  前提 

基本料金
収入割合 

32%  

基本水量 10 

逓増度 1.9  

(円/1ヶ月/税抜) 

(円/1ヶ月/税抜) 



パターン①による改定後料金体系の他市比較 (1/2) 

改定後の水道料金（20口径）は、 使用水量20㎥では他市と比較し低い水準となり、使用水
量50㎥では県内他市平均と比較すると高い水準ですが、中核市平均、人口類似他市平均
と比較すると低い水準となります。 

本市では家庭用利用者のうち30㎥/月までの利用者が86％、50㎥/月までの水利用者が
98％を占めています。 

 【水道料金（基本＋従量）の他市比較（20口径）】 

  20㎥ 50㎥ 

改定前 2,080  6,380  

改定後 2,530 7,760 

県内 

他市平均 
2,871  7,299  

中核市平均 2,737  8,537  

人口類似 
他市平均 

2,799  8,510  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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改定後の水道料金（100口径）は、中核市平均、人口類似他市平均と比較すると、使用水

量が約1,500㎥以下の場合は低い水準にありますが、使用水量が約1,500㎥以上の場合

は同程度にあります。 

改定後の水道料金（100口径）は、県内他市平均と比較すると使用水量が約250㎥以上の

場合高い水準にあります。 

パターン①による改定後料金体系の他市比較 (2/2) 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（100口径）】 

  1,000㎥ 2,000㎥ 

改定前 232,180  472,180  

改定後 281,580 572,580 

県内 

他市平均 
216,100  414,460 

中核市平均 306,268  591,063  

人口類似 
他市平均 

301,462  571,029  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 840 

 ０  124  153  182  211  240 

25mm 1,120 

30・40mm 1,380 

50mm 3,240 

75mm 3,540 

100mm 4,440 

150mm 8,900 

200mm 14,300 

250mm以上 20,900 

口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 1,040 

５ 149 173 195 217 240 

25mm 2,030 
30・40mm 6,830 

50mm 13,900 
75mm 36,310 
100mm 81,000 
150mm 218,670 
200mm 460470 

250mm以上 460,470 

料金体系表パターン② 

 総括原価方式で算定された料金体系（基本料金収入割合36%）をもとに、基本水量0㎥、
逓増度1.6とした場合の改定後の料金体系（パターン②）は以下のとおりです。 

〈現行料金体系〉 
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〈改定後体系（例示）〉 

  前提 

基本料金
収入割合 

32%  

基本水量 10 

逓増度 1.9  

  前提 

基本料金
収入割合 

36%  

基本水量 0 

逓増度 1.6  

(円/1ヶ月/税抜) 

(円/1ヶ月/税抜) 



パターン②による改定後料金体系の他市比較 (1/2) 

改定後の水道料金（20口径）は、 使用水量20㎥では他市と比較し低い水準となり、使用水
量50㎥では県内他市平均と比較すると高い水準ですが、中核市平均、人口類似他市平均
と比較すると低い水準となります。 

本市では家庭用利用者のうち30㎥/月までの利用者が86％、50㎥/月までの水利用者が
98％を占めています。 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（20口径）】 

  20㎥ 50㎥ 

改定前 2,080  6,380  

改定後 2,580 7,530 

県内 

他市平均 
2,871  7,299  

中核市平均 2,737  8,537  

人口類似 
他市平均 

2,799  8,510  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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改定後の水道料金（100口径）は、中核市平均、人口類似他市平均と比較すると、使用水

量が約1,500㎥までは高い水準になりますが、使用水量が約1,500㎥を超えると低い水準

となります。 

改定後の水道料金（100口径）は、県内他市平均と比較すると高い水準にあります。 

 

パターン②による改定後料金体系の他市比較 (2/2) 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（100口径）】 

  1,000㎥ 2,000㎥ 

改定前 232,180  472,180  

改定後 310,940 550,940 

県内 

他市平均 
216,100  414,460 

中核市平均 306,268  591,063  

人口類似 
他市平均 

301,462  571,029  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 840 

 ０  124  153  182  211  240 

25mm 1,120 

30・40mm 1,380 

50mm 3,240 

75mm 3,540 

100mm 4,440 

150mm 8,900 

200mm 14,300 

250mm以上 20,900 

口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－5㎥ 6－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 
51－100
㎥ 

101－200
㎥ 

201㎥以
上 

13・20mm 1,040 

0 11 149 173 195 217 240 

25mm 2,030 
30・40mm 6,830 

50mm 13,900 
75mm 36,310 
100mm 81,000 
150mm 218,670 
200mm 460,470 

250mm以上 460,470 

料金体系表パターン③ 

 総括原価方式で算定された料金体系（基本料金収入割合36%）をもとに、基本水量5
㎥、逓増度1.6とした場合の改定後の料金体系（パターン③）は以下のとおりです。 

〈現行料金体系〉 
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〈改定後体系（例示）〉 

  前提 

基本料金
収入割合 

32%  

基本水量 10 

逓増度 1.9  

  前提 

基本料金
収入割合 

36%  

基本水量 5 

逓増度 1.6  

(円/1ヶ月/税抜) 

(円/1ヶ月/税抜) 



パターン③による改定後料金体系の他市比較 (1/2) 

改定後の水道料金（20口径）は、 使用水量20㎥では他市と比較し低い水準となり、使用水
量50㎥では県内他市平均と比較すると高い水準ですが、中核市平均、人口類似他市平均
と比較すると低い水準となります。 

本市では家庭用利用者のうち30㎥/月までの利用者が86％、50㎥/月までの水利用者が
98％を占めています。 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（20口径）】 

  20㎥ 50㎥ 

改定前 2,080  6,380  

改定後 2,585 7,535 

県内 

他市平均 
2,871  7,299  

中核市平均 2,737  8,537  

人口類似 
他市平均 

2,799  8,510  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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改定後の水道料金（100口径）は、中核市平均、人口類似他市平均と比較すると、使用水

量が約1,500㎥までは高い水準になりますが、使用水量が約1,500㎥を超えると低い水準

となります。 

改定後の水道料金（100口径）は、県内他市平均と比較すると高い水準にあります。 

 

パターン③による改定後料金体系の他市比較 (2/2) 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（100口径）】 

  1,000㎥ 2,000㎥ 

改定前 232,180  472,180  

改定後 310,945  550,945  

県内 

他市平均 
216,100  414,460 

中核市平均 306,268  591,063  

人口類似 
他市平均 

301,462  571,029  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 840 

 ０  124  153  182  211  240 

25mm 1,120 

30・40mm 1,380 

50mm 3,240 

75mm 3,540 

100mm 4,440 

150mm 8,900 

200mm 14,300 

250mm以上 20,900 

口径 
基本料金 
（円/月） 

従量料金単価（円/㎥） 

０－10㎥ 11－30㎥ 31－50㎥ 51－100㎥ 101－200㎥ 201㎥以上 

13・20mm 1,040 
5 149 173 

195 214 232 

25mm 2,030 
30・40mm 6,830 

180 

50mm 13,900 
75mm 36,310 
100mm 81,000 
150mm 218,670 
200mm 460,470 

250mm以上 460,470 

料金体系表パターン④ 

 総括原価方式で算定された料金体系（基本料金収入割合36%）をもとに、基本水量0
㎥、逓増度1.6とした場合の改定後の料金体系（パターン④）は以下のとおりです。 

〈現行料金体系〉 

14 

〈改定後体系（例示）〉 

  前提 

基本料金
収入割合 

32%  

基本水量 10 

逓増度 1.9  

  前提 

基本料金
収入割合 

36%  

基本水量 0 

逓増度 1.6  

(円/1ヶ月/税抜) 

(円/1ヶ月/税抜) 



パターン④による改定後料金体系の他市比較 (1/2) 

改定後の水道料金（20口径）は、 使用水量20㎥では他市と比較し低い水準となり、使用水
量50㎥では県内他市平均と比較すると高い水準ですが、中核市平均、人口類似他市平均
と比較すると低い水準となります。 

本市では家庭用利用者のうち30㎥/月までの利用者が86％、50㎥/月までの水利用者が
98％を占めています。 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（20口径）】 

  20㎥ 50㎥ 

改定前 2,080  6,380  

改定後 2,580 7,530 

県内 

他市平均 
2,871  7,299  

中核市平均 2,737  8,537  

人口類似 
他市平均 

2,799  8,510  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0 10 20 30 40 50 60

 

改定前 改定後 県内他市平均 

中核市平均 人口類似他市平均 

(円/1ヶ月/税抜) 

(㎥/1ヶ月) 



改定後の水道料金（100口径）は、中核市平均、人口類似他市平均と比較すると、使用水

量が約1,500㎥までは高い水準になりますが、使用水量が約1,500㎥を超えると低い水準

となります。 

改定後の水道料金（100口径）は、県内他市平均と比較すると高い水準にあります。 

パターン④による改定後料金体系の他市比較 (2/2) 

【水道料金（基本＋従量）の他市比較（100口径）】 

  1,000㎥ 2,000㎥ 

改定前 232,180  472,180  

改定後 306,750 538,750 

県内 

他市平均 
216,100  414,460 

中核市平均 306,268  591,063  

人口類似 
他市平均 

301,462  571,029  

(単位：円/税抜) 
1ヶ月あたり水道料金 
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0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

改定前 改定後 県内他市平均

中核市平均 人口類似他市平均

(円/1ヶ月/税抜)

(㎥/1ヶ月)



840  800 
1,020  1,035  1,040  1,040  1,100  1,120  

700  

1,200  1,320  

667  
879  

2215 2,271  

3,170  

0  200  0  
0  50  55  0  0  

450  

0  
0  

870  

1,195  

0  

840  

0  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

従量料金 基本料金 

1,000 1,020 1,035 
1,090 1,095 1,100 1,120 1,150 

1,200 
1,320 

1,537 

2,074 

2,215 

3,111 
3,170 

 
※1 草津市は、平成３４年３月検針分まで、利益還元のため、 
   水道料金の１０％引き下げを行っている。この還元額を基本料金及び従量料金の双方に加味している。 

840 

 
※2 東近江市は八日市地区の料金表をもとに算出している。 

改定後料金体系の県内他市比較 (1/5) 

県内で比較すると、20口径10㎥利用者の料金改定後の水準は13市のうち、パターン①は

低いほうから2番目、パターン②・③・④は低いほうから3番目に位置します。 

【水道料金の他市比較（20口径）】（平成27年4月1日現在） 
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(10㎥/円/1ヶ月/税抜) 



800 840  700  
1035 1,100  1,200  1,120  1,020  1,040  1,040  

667  

1,320  

2,215  

879  

2,271  

3,170  
1,250  1,240  1,400  

1,315  1,250  1,200  1,300  1,510  1,540  1,545  
1,960  

1,560  

740  

2,389  

1,910  

1,700  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

従量料金 基本料金 

2,050 2,080 2,100 

2,350 2,350 2,400 2,420 2,530 2,580 2,585 2,627 
2,880 2,955 

3,268 

4,181 

4,870 

(20㎥/円/1ヶ月/税抜) 

※ 草津市は、平成３４年３月検針分まで、利益還元のため、 
   水道料金の１０％引き下げを行っている。 
  この還元額を基本料金及び従量料金の双方に加味している。 

改定後料金体系の県内他市比較 (2/5) 

県内で比較すると、いずれのパターンも20口径20㎥利用者の料金改定後の水準は13市

のうち高いほうから7番目に位置します。 

【水道料金の他市比較（20口径）】（平成27年4月1日現在） 
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1,250  
3,300  

1,500  
5,000  

1,380  

16,572  

4,250  
1,215  3,524  1,680  

3,800  
6,830  6,830  

10,400  
6,830  12,433  

12,940  
11,350  10,900  13,800  

10,800  
14,640  

12,850  
15,975  

13,755  17,790  
15,720  

16,240  
16,245  

13,740  

18,750  

16,770  

21,800  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

従量料金 基本料金 

12,600 

14,200 

※ 草津市は、平成３４年３月検針分まで、利益還元のため、水道料金の１０％引き下げを行っている。 
   この還元額を基本料金及び従量料金の双方に加味している。 

(100㎥/円/1ヶ月/税抜) 

34,740 

29,203 

25,580 
24,140 23,075 23,070 

19,520 19,470 

17,279 17,190 17,100 16,572 16,020 15,800 15,300 

改定後料金体系の県内他市比較 (3/5) 

県内で比較すると、40口径100㎥利用者の料金改定後の水準は13市のうち、パターン①

は高いほうから5番目、パターン②・③は高いほうから4番目、パターン④は高いほうから3

番目に位置します。 
【水道料金の他市比較（40口径）】（平成27年4月1日現在） 
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2,655  4,440  5,000  6,100  5,390  
10,000  

19,500  23,000  
21,762  

27,000  

45,000  

71,880  

82,858  
81,000  81,000  

78,850  

81,000  

6,075  5,540  5,100  5,800  6,740  
5,350  

6,520  
4,400  6,255  

4,800  

5,972  

6,770  
0  

6,490  6,495  10,050  9,000  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

従量料金 基本料金 

8,730 9,980 10,100 
11,900 12,130 

15,350 

26,020 27,400 28,017 
31,800 

50,972 

78,650 

82,858 

88,900 
87,495 

87,490 90,000 

(50㎥/円/1ヶ月/税抜) 

改定後料金体系の県内他市比較 (4/5) 

【水道料金の他市比較（100口径）(平成27年4月1日現在） 
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県内で比較すると、100口径50㎥利用者の料金改定後の水準は13市のうち、パターン①は

低いほうから4番目、パターン②・③は高い方から2番目、④は一番高い水準に位置します。 

※ 草津市は、平成３４年３月検針分まで、利益還元のため、水道料金の１０％引き下げを行っている。 
   この還元額を基本料金及び従量料金の双方に加味している。 



27,000  
82,858  

5,000  10,000  23,000  6,100  45,000  
21,762  19,500  4,440  2,655  

81,000  
71,880  

81000 
81,000  

5,390  78,850  

238,800  

243,000  
323,850  

341,350  
330,900  

355,800  
364,028  

429,355  
444,620  

467,740  

477,675  

457,750  
470,870  

469,940  
469,945  

567,190  
506,300  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

従量料金 基本料金 

※ 平成３４年３月検針分まで、利益還元のため、水道料金の１０％引き下げを行っている。 
   この還元額を基本料金及び従量料金の双方に加味している。 

265,800 

325,858 328,850 

585,150 
572,580 

550,945 
550,940 

542,750 538,750 

480,330 472,180 
464,120 451,117 

409,028 

361,900 353,900  
351,350 

(2,000㎥/円/1ヶ月/税抜) 

改定後料金体系の県内他市比較 (5/5) 

【水道料金の他市比較（100口径）(平成27年4月1日現在） 
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県内で比較すると、100口径2,000㎥利用者の料金改定後の水準は13市のうち、パターン

④は高い方から3番目、パターン①・②・③は高いほうから2番目に位置します。 



水道事業者への影響 
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パターン① パターン② パターン③ パターン④ 

負担の 

公平性 

△ ◎ ○ ○ 

口径に応じた基本料金の負
担とされていない 

・水道料金算定要領に基づ
き、口径に応じた基本料金
負担 

・基本水量を廃止し、使用
水量に応じた従量料金負
担 

水道料金算定要領に基づ
き、口径に応じた基本料金
負担 

・水道料金算定要領に基づ
き、口径に応じた基本料金
負担 

・基本水量を廃止し、使用
水量に応じた従量料金負
担 

・口径により従量単価が異
なり、不公平感が残る 

経営の 

安定化 

△ ◎ ◎ ◎ 

逓増度が維持されるため、
水需要の減少による料金収
入の減少が大きい 

・基本料金収入割合の向上
により料金収入が安定 

・逓増度の緩和により水需
要減少が料金収入に与え
る影響が緩和 

・基本料金収入割合の向上
により料金収入が安定 

・逓増度の緩和により水需
要減少が料金収入に与え
る影響が緩和 

・基本料金収入割合の向上
により料金収入が安定 

・逓増度の緩和により水需
要減少が料金収入に与え
る影響が緩和 

地下水移行 

の影響 

△ ○ ○ ◎ 

大口利用者の基本料金が
低いため、地下水併用者の
拡大・水道離れに歯止めが
かからない 

大口利用者に基本料金の
適正な負担を求めることに
よって地下水併用の拡大に
よる減収を抑制 

大口利用者に基本料金の
適正な負担を求めることに
よって地下水併用の拡大に
よる減収を抑制 

・大口利用者に基本料金の
適正な負担を求めることに
よって地下水併用の拡大
による減収を抑制 

・多量利用者の従量単価を
引き下げ 

 （201㎥以上232円） 



利用者への影響（１/２） 
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パターン① パターン② パターン③ パターン④ 

 
家庭からみた場合 

（13・20ｍｍ、 

10㎥以下） 

○ ○ △ ○ 

・基本水量の範囲内での
少量利用者の料金負担
の不公平感が残る 

・10㎥利用時の改定額は
180円で、改定後料金は
県内13市のうち2番目に
低い 

・基本水量が廃止され、
少量利用者の不公平感
が緩和される 

・10㎥利用時の改定額は
250円で、改定後料金は
県内13市のうち3番目に
低い 

・基本水量の範囲内での
少量利用者の料金負担
の不公平感が残る 

・10㎥利用時の改定額は
255円で、改定後料金は
県内13市のうち3番目に
低い 

・基本水量が廃止され、
少量利用者の不公平感
が緩和される 

・10㎥利用時の改定額は
250円で、改定後料金は
県内13市のうち3番目に
低い 

 
家庭からみた場合 

（13・20ｍｍ、 

10㎥超） 

△ △ △ △ 

20㎥利用時の改定額は
450円で、改定後料金は
県内13市のうち7番目に
位置する 

20㎥利用時の改定額は
500円で、改定後料金は
県内13市のうち7番目に
位置する 

20㎥利用時の改定額は
505円で、改定後料金は
県内13市のうち7番目に
位置する 

20㎥利用時の改定額は
500円で、改定後料金は
県内13市のうち7番目に
位置する 



利用者への影響（２/２） 
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パターン① パターン② パターン③ パターン④ 

30～50口径の 
平均給水量利用者

の場合 

○ △ △ × 

口径に応じた固定費の負
担が少ない 

基本料金の増加により、
平均改定率21.4%を超え
る負担増 
（40口径平均給水量改定率30％） 

基本料金の増加により、
平均改定率21.4%を超え
る負担増 
（40口径平均給水量改定率30％） 

 

基本料金の増加及び口
径別従量料金単価により、
パターン②・③を超える負
担 
（40口径平均給水量改定率40％） 

 

 
事業者からみた場合 
（大口径・少量利用者） 

○ 
✕（⇒給水管の減径補助
などの補助施策を検討） 

✕（⇒給水管の減径補助
など補助施策を検討） 

✕（⇒給水管の減径補助
など補助施策を検討） 

口径に応じた固定費の負
担が少ない 

基本料金の大幅な増加に
より、少量利用者の負担
が大幅に増加 

基本料金の大幅な増加に
より、少量利用者の負担
が大幅に増加 

基本料金の大幅な増加に
より、少量利用者の負担
が大幅に増加 

事業者からみた場合 
（大口径・多量利用者） 

✕（⇒大口特約などの補
助施策を検討） 

○ ○ ◎ 

逓増料金による負担の不
公平感 

逓増度の緩和により、多
量使用時の改定率が低く
なる 

⇒多量利用者の負担の
不公平感が緩和 

逓増度の緩和により、多
量使用時の改定率が低く
なる 

⇒多量利用者の負担の
不公平感が緩和 

逓増度の緩和により、多
量使用時の改定率がパ
ターン②・③よりも低くなる 

⇒多量利用者の負担の
不公平感が緩和 



総括 
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改定案 概要 

パターン① 

 従量料金収入の割合は変わっておらず、改定案の中では、水需要減少の経営面での影響を
受けやすい。 

 また、基本料金が大口径利用者で低く設定されているため、大口径少量利用者は口径に応じ
た負担となっておらず、利用者間の負担の公平性に欠ける。 

 一方で、料金改定がわかりやすく、利用者の理解が得られやすい。 

× 

パターン② 

 基本料金収入割合が現行より大幅に上昇し、経営安定効果が得られる。 

 水道料金算定要領をベースに基本料金を設定しており、各口径に応じた負担を利用者に求め
ることができ、利用者間での負担の公平化を図ることができる。 

 基本水量が廃止され、節水努力に応えることができるため、少量利用者の不公平感が緩和さ
れる。 

 逓増度の緩和により、多量使用時の従量料金の改定率が低くなるため、多量利用者の負担
の不公平感が緩和される。 

◎ 

パターン③ 

 基本料金収入割合が現行より大幅に上昇し、経営安定効果が得られる。 

 水道料金算定要領をベースに基本料金を設定しており、各口径に応じた負担を利用者に求め
ることができ、利用者間での負担の公平化を図ることができる。 

 基本水量が設定されており、節水努力が水道料金に反映されないため、少量利用者の不公
平感が残る。 

 逓増度の緩和により、多量使用時の従量料金の改定率が低くなるため、多量利用者の負担
の不公平感が緩和される。 

△ 

パターン④ 

 基本料金収入割合が現行より大幅に上昇し、経営安定効果が得られる。 

 水道料金算定要領をベースに基本料金を設定しており、各口径に応じた負担を利用者に求め
ることができ、利用者間での負担の公平化を図ることができる。 

 基本水量が廃止され、節水努力に応えることができるため、少量利用者の不公平感が緩和さ
れる。 

 口径により従量単価が異なり、不公平感が残る。 

 逓増度の緩和により、多量使用時の従量料金の改定率が低くなるため、多量利用者の負担
の不公平感が緩和される。 

 30～50口径の平均給水量の改定率が他の口径の平均給水量の改定率よりも相対的に高い。 

○ 



補助施策の検討(1/2) 

補助施策としては、給水管減径工事に対する補助または大口特約が考えられます。 

【給水管減径工事に対する補助】⇒パターン②,③,④の｢×｣に対応 
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【大口特約】 ⇒パターン①の｢×｣に対応 

 大口径・少量利用者の大幅な負担増を軽減するため、利用者が減径を行う際に補助を行うものです。 
 検討すべき事項として、以下の事項があげられます。 
   ・補助の対象・設定の仕方・補助金の計算の仕方 
   ・補助の財源 
   ・補助の期間 

 大口径・多量利用者の大幅な負担増を軽減するため、一定量を越えて使用した水に対して低額な単価を設定する等
の補助を行うものです。 

 検討すべき事項として、以下の事項があげられます。 
   ・補助の内容・対象 
   ・補助の財源（必要に応じて） 
   ・補助の期間 

【他市例】 
 宇都宮市では、水道使用量が3,000立方メートル以上の月が６ヵ月以上であるなどの要件を満たした利用者に対

して、個別需給給水契約の締結により基準水量（前年度の月最大使用量）を超えて使用した分の従量料金単価
を69円/㎥（通常308円/㎥）と減額することとしています。 

【他市例】 
 京都市では、給水管減径工事に要する費用の支払のために金融機関から融資を受けた者に対し，予算の範囲

内で金融機関からの融資に伴う利子補給金を交付するものとしています。 



補助施策の検討(2/2) 

その他の大口利用者に対する補助として、逓増・逓減型の料金体系を採用している団体も

あります。 

【その他の施策】⇒パターン①の｢×｣に対応 
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【他市例】 
 草津市では、以下のように逓増・逓減型の料金体系を採用しており、1,801～6,000㎥の水量区画の従量料金単

価は270円であるものの、6,001㎥以上の水量区画の従量料金単価は220円を設定しています。 

水量区画 401～800㎥ 801～1,800㎥ 1,801～6,000㎥ 6,001㎥～ 

従量単価 160円 240円 270円 220円 

 大口径・多量利用者の大幅な負担増を軽減するため、逓増・逓減型の料金体系を採用し、一定量を越えて使用した水
に対して低額な単価を適用している団体があります。 

 検討すべき事項として、以下の事項があげられます。 
   ・従量料金単価の水量区画及び逓減率 
   ・少量利用者の負担増への配慮 
 


